
令和５年度特用林産物の販売促進活動支援事業

特用林産物の販売促進活動成果報告会

日本特用林産振興会

令和7年3月19日（水）14:00～16:00
TKP東京駅カンファレンスセンター

日本特用林産振興会では、林野庁の助成を受け、令
和元年度から日本産特用林産物の輸出拡大に取り組む
事業者の方々を応援してきました。

今年度は、乾しいたけ、冷凍しいたけ、木炭の輸出に
ついて支援してきましたが、本報告会では乾しいたけ、
冷凍しいたけについて実際の活動の状況、輸出先国で
の反応等を報告していただきます。

また、令和7年度は、実施していただく事業者を公募す
る予定ですので、ぜひ、特用林産物の新たな輸出先国、
販売先の開拓、新たな輸出品目の開発等でご活用くださ
い。



令和５年度特用林産物の販売促進活動支援事業

次            第

１．開会

２．報告

(1)ここでしか作れないを世界へ ～海外に見つけた未来への活路～ 株式会社杉本商店 杉本  和英

(2)台湾ロイヤルホストにて日本産原木乾椎茸 佐藤貿易有限公司 笹子  秀憲

販売及び消費者の声

(3)台湾での冷凍生椎茸の販売に向けた取り組み 株式会社本吉   尾畑 美香子

(4)新規市場への展開 ～タイ視察及び商談会～ 有限会社飯干商店 飯干   隆義

３．質疑応答

４．令和7年度の販売促進活動について

５．閉会



（未定稿）

令和７年度の事業の予定

令和6年度木材製品等の輸出支援対策事業のうち特用林産物の需要拡大支援事業

「輸出時の輸送手段、輸送中の扱い、品質管理等の検証に取り組む生産者団体等への支援」

１．目的： 特用林産物の輸出品目・輸出先国の拡大、高付加価値化を図るためには、新たな市場開発のための販売促進活動及
び輸送中の取扱い等を含めた品質管理手法の開発等が必要。

そのためには新たな輸出先国等での市場・流通構造、通関規制・手続き等に関する調査、IoT技術等の特用林産物生産
への導入など、目標を明確にした取組が重要であり、このような取組を行う事業者等に対して支援を行う。

３．取組の要件

【想定される取組例】
・新たな輸出品目、輸出先国等、需要層、販売方法、輸
送手段・方法、鮮度維持技術等の導入など

・新規参入、IoT技術の導入など輸出用品目の国内生産
体制の強化

・生産者と流通事業者が共同で実施 など

２．事業の仕組み：

林野庁

選定委員会

指導
開催

指導・助言

助成

日特振

事業者等
・9件、300万円程度/件を想定
・期間；採択～令和8年1月下旬



令和6年度木材製品等の輸出支援対策事業
特用林産物の需要拡大支援事業

４．スケジュール （予定）：

25年4月中旬 公募開始（日特振H/P）、Webでの説明会

  5月中旬 公募締切

  5月下旬 第1回選定委員会→事業者等の決定

  6月上旬 事業者から計画書の提出

承認後、取組みの開始

   11月中旬 第2回選定委員会（＝中間報告会）

26年 1月末 取組の終了

26年 2月下旬 第3回選定委員会（＝成果報告会（webを含め

て公開））

５．応募に必要な書類：

・実施主体（責任者）が明確であること

・現状と課題の分析が適切であること

・具体的な成果目標が明確になっていること（将来目標、本取組で

の目標。数値化）

６．助成できる経費

・旅費、謝金（講師等）、需用費（印刷製本費、消耗品等）、役務費（通訳等
の雇用、通信運搬費、イベント等の装飾代、技術開発用の試作品製作、分析等試

験依頼、原稿料等）、使用料及び賃借料（イベントブース・会場借上げ費、機

械・展示設備等賃借料等）、委託費（現地コーディネーター、技術開発・分析・試
験等）

・５万円以上あるいはパソコン・カメラ等汎用性のある機材の購入は不可

・実施主体の人件費については、取組の実施に必要なものに限定。

・委託費（輸出先国等におけるコーディネーター費用、技術開発等）については
必要最小限とし、助成額の1/2未満。

・旅費単価は、原則として日特振旅費規程による。

・経費の精算に当たっては、支出ごとの領収書等証拠書類を提出

（未定稿）
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